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はじめに

１．位置付け

医療構造改革においては、国民の生活の質（ＱＯＬ）の確保・向上を図りつつ医療の

効率化を図ることを基本として医療費の適正化等を推進することとしており、その方向

に沿って、平成１８年の通常国会において医療制度改革関連法案が成立した。

今回の法律案成立に伴い、生活習慣病の予防を徹底するとともに、医療提供体制

については、患者の視点に立って、医療情報の開示を進めつつ、急性期から回復期、

在宅医療に至る医療を地域ごとに切れ目なく確保すること等により入院期間を短縮

し、医療費の適正化を図ることとして、医療制度改革の施行に取り組むこととしている。

今回の医療制度改革を円滑に施行していくために、厚生労働省に大臣を本部長と

する医療構造改革推進本部を設置するとともに、各般にわたる改革の全体が総合的

に進められるよう総合企画調整部会を設け、同部会の下に、「医療費適正化計画Ｐ

Ｔ」、「地域ケア・療養病床転換推進ＰＴ」及び「医師確保総合対策ＰＴ」の３つのプロジ

ェクトチームを設置し、当面急がれる課題について集中的に検討を進めてきた。

検討の過程において、医療保険や介護保険の分野を含めたそれぞれの施策の共

通の基礎として、全体に共通する、医療提供体制を中心とした医療政策のあり方に関

し、これまでの経緯や現状を踏まえつつ、今後の検討に当たっての方向性について部

局横断的に共通認識を持つことが重要であり、総合企画調整部会として考え方をとり

まとめることが極めて重要であるという認識に至った。

そこで、今般、３つのプロジェクトチームの作業を踏まえ、総合企画調整部会におい

て、今後の医療政策の検討の方向性についてとりまとめた。

改正医療法に基づき、医療提供体制の確保を図るための基本方針を新たに告示し

たところであるが、各都道府県が今後、同基本方針に則し、かつ地域の実情に応じて



医療計画を定めていくこととなり、また併せて、医療費適正化計画や地域ケア体制整

備構想を作成していくこととなることから、都道府県におけるこれらの検討作業に資す

るよう、医療政策に係るこれまでの経緯、現状及び今後の課題をとりまとめた本資料

を、計画作成に当たる都道府県職員向けの参考資料という位置付けで公表する。

もとより、政策として実施していくに際しては、関係の審議会や検討会等で様々な角

度からのご意見をいただき、国民的な議論を重ねて合意形成を図りつつ実施に移して

いく必要があると考えており、関係各方面からの活発なご意見・ご議論を期待したい。

２．構成

今後の医療政策の検討の方向性を整理するに当たり、まず、我が国の医療提供体

制をめぐるこれまでの経緯、及び現状と課題について概観する。

現状と課題については、病院、診療所の現状等を分野別に概観した後、これを患者

・住民の視点に立って改めて整理している。その上で、それぞれの問題点に対応した

今後の医療政策の検討の方向性を示している。

なお、ここで示している４つの検討の方向性は、相互に密接に関連しており、同時並

行的に検討されるべきものである。



Ⅲ それぞれの問題点に対応した今後の医療政策の検討の方向性

３．開業医の役割の重視と総合的な診療に対応できる医師の養成・確保

◎ 「夜間や休日などの身近な場所での医療に不安がある」という問題に対しては、

開業医の果たすべき役割を重視し、機能を明確化していくこと、すなわち、一次的な

医療の窓口としての機能、身近な地域での時間外診療や往診・訪問診療の実施等

が求められる旨を明確化していくことが必要である。

また、併せて、臓器別の専門医だけでなく、人間全体を診る総合的な診療に対応

できる医師の養成・確保を図ることが必要である。

（総合的な診療に対応できる医師の位置付けの検討）

○ 臓器別の専門医だけでなく、人間全体を診る総合的な診療を行える医師の養成

が必要である。このことについては、新たな医師臨床研修制度により方向性を明らか

にしているところであるが、さらに、こうした医師の位置付けについて、関係団体・学会

の意見も踏まえつつ検討を行う必要がある。

この場合、現在既に専門医として位置付けられている段階にある医師と、今後専

門医を目指す段階にある医師とを分けて整理する必要がある。

例えば、総合的な診療を行うことについての修練を積んでいない専門医が開業す

るに当たっては一定の研修を必要とする仕組みについても、今後、関係者間で議論

していく必要があるのではないか、と考える。


